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府中市議会政治倫理条例（仮称）原案への

　　パブリック・コメント（意見募集）を実施します

　府中市議会では、公契約関係競売入札妨害事件に係る再発防止対策特別委員会を設置し、府中市議会政治倫理条例（仮称）の原案を作成

しました。この原案は、素案の段階で市民の皆様からのご意見をいただきながら、当該委員会で令和２年７月の設置からこれまで３３回に

わたり協議を重ねて、作り上げてきたものです。

　つきましては、この原案について、市民の皆様からのご意見を募集します。

募集期間　令和４年１１月１１日（金）から１２月１２日（月）まで

公　　表　�市議会事務局、市政情報公開室、市政情報センター、各文化センターの窓口のほか、市議会ホームページ、市議会

だより（裏面掲載）で条例原案を公表します。

募集方法　�上記の公表窓口で受け付けるほか、次のとおり議会事務局への郵送・メール・ＦＡＸで受け付けます。

提 出 先　①郵送先　〒 183-8703　府中市宮西町２－２４ 議会事務局議事課

　　　　　②メール　gikaigiji01@city.fuchu.tokyo.jp

　　　　　③ＦＡＸ　０４２－３６４－５４１５

記載事項　条例原案に対するご意見・氏名・連絡先

そ の 他　電話や窓口での口頭のご意見は受け付けられません。

　　　　　意見の要旨と意見に対する議会の考え方は、後日、市議会

　　　　　ホームページで公表します（個人への回答は行いません）。

条例原案の骨子

政治倫理基準（概要）

倫理違反行為等への対応（審査会開催の流れ） 宣誓義務違反への対応（氏名公表）

有罪判決を受けた場合の対応（議員の説明責任）

逮捕等への対応（報酬停止）

請負等の辞退

宣誓と教育

審査結果
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遵守の宣誓

議員への政治倫理に

関する研修の実施や

日々の学習、実践に

よる教育

１　不正に金銭、物品の提供や供応接待を受けないこと

２　�市の契約や指定管理者の指定について事業者などに特別な取
り計らいをしないこと

３　職員に不正行為を強要しないこと

４　�ハラスメントなどの人権侵害のおそれのある行為や嫌がら
せ、不当な強制、圧力行為などをしないこと

５　職員の人事に関わらないこと

６　�政治資金規正法に定められている政治献金以外の寄附の授受
をしないこと

７　公職選挙法に違反する寄附行為や要求行為などをしないこと

８　納税の義務を果たすこと

９　暴力団などの反社会的勢力に関わらないこと

議員が役員を務める営利企業・団体は、府中市に

対し請負をすること、又は指定管理者となること

を辞退するよう努めなければならない。
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※　有罪確定により、議員の職を失う場合を除きます。
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府中市議会政治倫理条例（仮称）原案
（前文）
　府中市議会は、平成３１年４月に府中市
議会基本条例（平成３１年４月府中市条例
第６号）を制定し、市民の負託に応え、もっ
て市民福祉の増進及び市政の発展に寄与す
ることを誓った。
　しかし、令和２年６月に府中市議会議員
２人が公契約関係競売入札妨害等により逮
捕・起訴され、有罪判決を受ける不祥事が
発生し、府中市議会及び府中市議会議員に
対する信頼を著しく失墜させた。
府中市議会は、この事態の重大さを真摯に
受け止め、二度と不祥事を繰り返さないよ
う、公契約関係競売入札妨害事件に係る再
発防止対策特別委員会を設置して、再発防
止と信頼回復に向け全議員が一丸となり全
力で取り組んできた。
　府中市議会及び府中市議会議員は、二元
代表制の一翼を担う全市民の代表として高
い政治倫理の確立と品位の保持を更に進め、
深い見識の下、誇りを持って市政を担って
いくため、ここに、市民との信頼関係を築
く基盤として府中市議会政治倫理条例を制
定するものである。
（目的）
第�１条　この条例は、府中市議会（以下「議会」
という。）及び府中市議会議員（以下「議員」
という。）が厳粛な信託を受けた全市民の
代表であることを自覚し、府中市議会基本
条例第４条に規定する高い倫理的義務に関
する事項を規定し、これを将来にわたり遵
守することで、公正で開かれた民主的な市
政の発展に寄与することを目的とする。
（議員及び議会の責務）
第�２条　議員は、市民に選ばれた代表として
高い倫理的義務が課せられていることを深
く自覚し、第４条に規定する政治倫理基準
を遵守するとともに、品位の保持と資質の
向上に努め、誠実かつ公平・公正にその使
命の達成に努めなければならない。
２�　議員は、政治倫理基準に反する事実があ
ると疑われた場合は、自ら進んでその疑惑
を解明し、市民に対して説明責任を果たさ
なければならない。
３�　議会は、議員に学習の機会を提供すると
ともに、議員が会派内及びその他の議員間
で相互に政治倫理基準を共有し、これを遵
守できるよう努めなければならない。
（市民の責務）
第�３条　市民は、主権者としての責任を自覚
するとともに、この条例の趣旨を理解し、
その目的の実現に向けて協力するよう努め
るものとする。
２�　市民は、議員に対し、その地位又は権限
による影響力を不正に行使させるような働
きかけを行ってはならない。
（政治倫理基準）
第�４条　議員は、次に掲げる政治倫理基準を
遵守しなければならない。
(1)�　その地位を利用して不正に金銭、物品
その他の財産上の利益の供与又は供応接
待を受けないこと。

(2)　市が行う請負契約、委託契約、物品購
　�入契約その他の契約又は地方自治法（昭
和２２年法律第６７号）第２４４条の２第
３項に規定する指定管理者の指定に関し、
特定の者への取り計らいをしないこと。
(3)　職員に職権の不正行使を強要して、そ
　の職務遂行を妨げないこと。
(4)　その地位を利用して各種ハラスメント
　�その他の人権侵害のおそれのある行為を
し、又は法人、団体等への嫌がらせ、不
当な強制、圧力をかけるなどの行為をし

ないこと。
(5)　職員の採用、昇格又は異動に関し、そ
　の影響力を行使しないこと。
(6)　政治活動に関し、政治資金規正法（昭
　�和２３年法律第１９４号）に規定する政治
献金以外の寄附の授受をしないこと。
(7)　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）
　�の規定に違反する寄附行為、要求等の行
為をしないこと。
(8)　納税の義務を履行すること。
(9)　反社会的勢力を利用し、若しくは反社
　�会的勢力に利用され、又は反社会的勢力
の活動に関与しないこと。

（請負等の辞退）
第�５条　議員が役員を務める営利を目的とす
る企業又は団体は、府中市に対し請負をす
ること、又は指定管理者となることを辞退
するよう努めなければならない。
（審査請求）
第�６条　議員が第４条に規定する政治倫理基
準に違反する行為をした疑いがあると認め
られるとき、又は刑事事件により有罪の判
決を受けたときは、これを証する書面を添
えて、市民にあっては有権者（地方自治法
第７４条第５項に規定する選挙権を有する
者をいう。）の総数の５００分の１以上の者
の連署をもって、議員にあっては定数の３
分の１以上の者の連署をもって、議長に審
査の請求（以下「審査請求」という。）を
することができる。
２�　前項の規定による審査請求は、審査の対
象となる政治倫理基準違反行為と疑われる
行為の日又は刑事事件により有罪の判決を
受けた日（以下「当該日」という。）が属
する議員としての任期中に行わなければな
らない。ただし、当該任期を経過した後で
あっても、当該議員が再選されている場合
は、当該日から３年以内に限り、審査請求
をすることができる。
（審査会の設置）
第�７条　議長は、前条の審査請求があった場
合には、速やかに府中市議会議員政治倫理
審査会（以下「審査会」という。）を設置し、
審査を付託する。
（委員の構成等）
第�８条　審査会の委員は、議長及び審査の対
象となった議員（以下「審査対象議員」と
いう。）を除く全ての議員で構成する。
２�　審査会に委員長及び副委員長を置き、委
員の互選によりこれらを定める。
（委員の任期）
第�９条　委員の任期は、第６条の審査請求に
係る審査が終了したときまでとする。
（会議の公開）
第１０条　審査会の会議は、公開とする。ただ
　�し、出席委員の３分の２以上の多数で議決
したときは、非公開とすることができる。
（守秘義務）
第１１条　審査会の委員は、職務上知り得た秘
　�密を漏らしてはならない。その職を退いた
後も、同様とする。
（審査会の役割）
第１２条　審査会は、議長から審査を付託され
　�たときは、審査請求の適否又は政治倫理基
準違反行為の存否について審査する。
２�　審査会は、審査対象議員が政治倫理基準
に違反していると認められる場合又は刑事
事件により有罪の判決を受けたことが確認
された場合は、議長に対して必要な措置を
講じるよう勧告することができる。
（調査権限）
第１３条　審査会は、必要と認めるときは、審
　�査請求を行った者、審査対象議員その他審

査請求に関係する者に対して、意見を聴取
し、及び資料を提出することを求めること
ができる。
２�　審査会は、必要と認めるときは、学識経
験を有する者を参考人として出席させ、意
見を聴くことができる。
３�　前項の規定により審査会に出席した参考
人に対しては、府中市実費弁償条例（昭和
４０年４月府中市条例第９号）に規定する
関係人等の例により、その実費を弁償する。
（審査の協力義務）
第１４条　審査対象議員は、審査会の要求に応
　�じて、次に掲げる事項を行わなければなら
ない。
(1)　調査に必要な資料を提出すること。
(2)　審査会の会議に出席して説明すること。
（審査結果の報告）
第１５条　審査会は、第７条の規定により議長
　�から審査を付託された日から９０日以内に
審査の結果を議長に報告するものとする。
２�　議長は、前項の報告を受けたときは、審
査請求を行った者及び審査対象議員に対し、
その内容を文書で通知するものとする。
（弁明）
第１６条　審査対象議員は、審査会において口
　頭又は文書により弁明することができる。
２�　審査対象議員は、審査結果について弁明
書を議長に提出することができる。
（審査結果等の公表）
第１７条　議長は、審査会から審査結果の報告
　�を受けたときは、その内容を公表するもの
とする。
２�　議長は、審査対象議員から弁明があった
ときは、前項の審査結果の公表に当たり、
その弁明の全部又は要旨を併せて公表する
ものとする。
（措置）
第１８条　議長は、審査会の審査結果を尊重し、
　�審査対象議員に対して、議会の名誉と品位
を守り、市民の信頼を回復するため、議会
に諮り必要な措置を講じることができる。
（説明会）
第１９条　議員は、刑事事件により有罪の判決
　�を受けた場合であって、引き続きその職に
とどまろうとするときは、市民に対し説明
会を開催し、説明責任を果たさなければな
らない。
（議員報酬の支給停止）
第２０条　議員が、刑事事件の被疑者又は被
　�告人として逮捕され、勾留され、その他身
体を拘束する処分を受けたときは、別に定
めるところにより、議員報酬の支給を停止
する。
（宣誓）
第２１条　議員は、この条例を遵守する旨の宣
　�誓を行うものとし、議員の任期開始後速や
かに、議長に対して宣誓書を提出しなけれ
ばならない。
２�　議長は、前項の宣誓書を提出しない議員
があるときは、その氏名を速やかに公表し
なければならない。
（教育）
第２２条　議長は、政治倫理に関する研修を定
　期的に行うものとする。
２�　議員は、前項の研修に出席し、日々の学
習と実践により政治倫理の向上に努めなけ
ればならない。
（委任）
第２３条　この条例の施行について必要な事項
　は、議長が定める。
　　　付　則
　この条例は、令和５年４月１日から施行す
る。


